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 私たち全国青年税理士連盟は、全国の約３,０００名の青年税理士が参加する団体です。私たちは納税
者の権利擁護のために、より良い税理士制度・税務行政・税制が実現されることを目的に研究し、提言

を行うなどの活動をしております。 
 
（要望） 
納税者の権利を保障していくためには「事前手続」の整備が重要である。しかし、わが国の国税通則

法及び各税法は「義務」を中心に規定がされており、税務調査手続をみても行政裁量に委ねる部分が大

きい。このような現状ゆえに、様々な問題を実社会では引き起こしており、早急な改善策が必要である。 
そこで、当連盟としては、下記の点について強く要望する。 
 
                  記 

 
貴会においては、毎年提出する税制改正建議書において「税務行政の執行に関する手続規定を整備す

ること」とし、事前手続の不備を指摘している。 
しかし、平成 19年 12月 19日に協議決定された「行政不服審査法の改正に伴い国税通則法の改正を
求める意見」においては、行政不服審査法の改正に伴う国税通則法改正ということで、終始、事後手続

に関する事項が並べられている。本来、早急な改正が必要であると思われる事前手続関係については、

「おわりに」において僅かに指摘しているのみであり、非常に不十分であると考える。 
国税通則法改正プロセスの際に、抜本的な改革として喫緊な課題でありながら、いまだ改善が見られ

ない「事前手続」に関する項目の整備についても強く訴えていくことを要望する。また、その際には、

併せて、納税者の権利について広く国民に周知を図る観点より、別紙に掲げる事項を記載した納税者権

利憲章の制定を検討すべきである。 

以 上 
 



（別紙） 

全国青年税理士連盟は、納税者の権利保障制度を確立するために、税務行政手続に関する規定を国税

通則法において明文化すべきであると考える。税務行政庁は、税務行政の信頼を高め、かつ納税の公正

性を確保して、国民の納税に関する義務の適正な遂行に資するため、自ら進んで国税通則法の改正に取

り組み、納税者権利憲章を制定し、これを宣言すべきである。その際には、次に述べるような納税者の

基本的権利が定められなければならない。 

青税版納税者権利憲章案 

 

国民が納税に関して行った事務手続は、誠実に行なわれたものとしてこれを尊重する。また、税務行

政の運営は、公正を旨とし、必要な情報を国民に提供することにより、税務行政の透明性を確保しなけ

ればならない。その上で、国民の意見、苦情等に自ら進んで対処し、誠実かつ迅速に対応しなければな

らない。また、国民のプライバシー保護に十分に配慮しつつ、以上のような理念をもって国民に対応し、

もって租税収入の適正な確保と公正性を保ち、かつ透明性を高め、国民の十分な理解を得て税務行政を

運営しなければならない。また、これを税務行政に携わるすべての者に周知徹底させ、国民に対するサ

ービスの向上に努めなければならない。 

 
 
○納税者は、税務行政庁から公正で丁重かつ、配慮ある対応を受ける権利を有する。 
 
○納税者は、自らが行った税務申告について、具体的・確実な反証がない限り、真実性・誠実性は推定

され、税務行政庁から誠実かつ適正なものとして尊重される権利を有する。 

 
○納税者は自己の税務情報に関し法律の定める目的以外にその情報を利用されない権利を有するとと

もに税務行政庁はその秘密を保持しなければならない。 
 
○納税者は、税・財政に関するすべての情報(内部通達を含む)の公開を求め、これを利用する権利、訂

正させる権利を有する。 

 
○納税者は、税務調査に際し、事前通知と調査結果の通知を受ける権利を有し、その調査の必要性・範

囲の開示その他適正な手続を受ける権利を有する。 
 
○納税者は、税務行政処分に対し、税務当局に不服を申し立てるか、直ちに訴訟を起こす権利を有する。

係争中、納税者は係争額を納付する義務を負わない。 
 
○納税者は、税務行政庁の対応について苦情がある場合には、税務行政庁から完全に独立した苦情処理

機関に対して、苦情を申し立てる権利およびその改善を求める権利を有する。 


